
別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

（備考）

 今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積よりも、７５歳以上で後継者が定まっていない耕作面積の方
が17.1ha多く、新たな農地の受け手の確保が必要。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　認定農業者21、認定農業者法人1の合計22経営体が中心となり農地を利用し、話し合いにより集積・集約を促
進していく。

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 0.0 ha

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 10.9 ha

③地区内における７５歳以上の農業者の耕作面積の合計 44.0 ha

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 28.0 ha

①地区内の耕地面積 174.0 ha

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 146.0 ha

実質化された人・農地プラン 

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

板野町
松坂地区
（犬伏、那東、松谷、矢武、羅漢、
黒谷）

平成25年3月22日 令和6年3月13日



（参考）　中心経営体

経営面積 経営面積
(ａ) (ａ)

1 認農 松坂 水稲・露地野菜 372 水稲・露地野菜 418 犬伏・那東・松谷・黒谷・羅漢・矢武
2 認農 松坂 水稲・露地野菜 249 水稲・露地野菜 301 那東・矢武
3 認農 松坂 水稲・露地野菜・果樹 419 水稲・露地野菜・果樹 419 那東・矢武
4 認農 松坂 露地野菜 259 露地野菜 259 犬伏
5 認農 松坂 水稲・露地野菜 266 水稲・露地野菜 276 犬伏・那東・松谷・羅漢・矢武
6 認農 松坂 水稲・露地野菜 294 水稲・露地野菜 312 犬伏・那東・羅漢・矢武
7 認農 松坂 水稲・乳牛・露地野菜 50 水稲・乳牛・露地野菜 50 矢武
8 認農 松坂 養鶏 84 養鶏 84 黒谷
9 認農 松坂 水稲・露地野菜 54 水稲・露地野菜 54 矢武

10 認農 松坂 露地野菜 193 露地野菜 203 犬伏
11 認農 松坂 露地野菜 158 露地野菜 158 羅漢
12 認農 松坂 水稲・露地野菜 682 水稲・露地野菜 927 羅漢・矢武
13 認農 松坂 水稲・露地野菜 379 水稲・露地野菜 653 那東・松谷・黒谷・矢武
14 認農 松坂 水稲・露地野菜・果樹 229 水稲・露地野菜・果樹 347 那東・松谷・矢武
15 認農 松坂 水稲・露地野菜 317 水稲・露地野菜 317 那東・矢武
16 認農 松坂 水稲・露地野菜 157 水稲・露地野菜 157 羅漢・矢武
17 認農 松坂 露地野菜 75 露地野菜 75 羅漢
18 認農 松坂 露地野菜 76 露地野菜 76 犬伏
19 認農法 松坂 水稲・小麦 998 水稲・小麦 1,049 那東・犬伏・羅漢・矢武
20 認農 松坂 露地野菜 71 露地野菜 81 矢武
21 認農 松坂 露地野菜 344 露地野菜 600 那東・犬伏
22 認農 松坂 露地野菜・水稲 29 露地野菜・水稲 29 那東

２２世帯 5,755 6,845

今後の農地の引き受けの意向
農業を営む範囲

経営作目 経営作目

合計

属性 地区番号
現状



４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

（参考）　農地の貸付け等の意向（任意記載事項）

1 板野町犬伏字角ノ橋2
2 板野町犬伏字角ノ橋5

3 板野町犬伏字角ノ橋7

4 板野町犬伏字月見畑10-1
5 板野町犬伏字月見畑35-1

6 板野町犬伏字月見畑49
7 板野町犬伏字角ノ橋3
8 板野町那東字白髪屋敷12-1

9 板野町那東字ソヲリ北11-1

10 板野町那東字中屋敷4-1

11 板野町那東字中屋敷5

12 板野町那東字ﾋﾖﾉｲ1-1

13 板野町矢武字桑内15-1

14 板野町矢武字桑内15-5

15 板野町矢武字神木9-1

16 板野町矢武字南川窪16-1
17 板野町矢武字南川窪17-1
18 板野町羅漢字前田40

19 板野町羅漢字松木23-1

20 板野町羅漢字山道10-1

計

農地中間管理機構の活用方針
　　将来の経営農地の集約化を目指し、農地の所有者は出し手・受け手に関わらず中間管理機構への登録を推
進する。
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特産物の推進方針
　人参・レンコン等の特産品については、新品種の導入や農産物の加工などを行い高付加価値化を推進する。

後継者の育成方針
　地域全体で後継者の育成に努めていくと共に、新規就農の促進を図る。

鳥獣被害防止対策の取り組み方針
　猟友会と協力し鳥獣捕獲を継続すると共に、侵入防護柵が未整備の地域においては整備を進めていく。

農地の所在（地番）
貸付け等の区分（㎡）

貸付け 作業委託 売渡

農地の貸付け等の意向
　　中間管理機構へ貸付希望として登録を推進する。
　　貸付けの意向が確認された農地は、２０筆、２０，０１０㎡となっている。


